
申込方法（受講者の方へ）  

 

受講される方は、  

 

①  所属部局の放射線関係担当事務へのご連絡  

 

②  放射線取扱者個人管理システム（ KRUMS）へ、登録申請をお願い致します。 

http: / /www.r irc .kyoto -u.ac. jp /restr ic ted/krums_man_new_user2018ver1.0.1 .pdf を参考  

 

申請期間は 2019 年 4 月 4 日（木）～2019 年 4 月 15 日（月） 

 

③  上記期日を過ぎると、受講できなくなる可能性がありますので、ご注意く

ださい。  

 

 

 

KRUMS URL（学内限定） : https://krums.esho.kyoto-u.ac.jp 

 

http://www.rirc.kyoto-u.ac.jp/restricted/krums_man_new_user2018ver1.0.1.pdf
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留意事項（受講者の方へ）  

 

（１）  当日は開始時間の１０分前までに入室してください。  

遅刻、早退、中途退席は一切認めません。なお、遅刻、早退、中途退席

した場合は改めて講習会で全科目の受講が必要となります。  

 

（２） テキストは、「図解  放射性同位元素等取扱者必携」（出版社 : オーム

社 ISBN-13: 978-4274204111）を使用しますので、京大生協書籍部等で購

入し持参して下さい。  

 

（３）  自家用車での来場はご遠慮ください。  

 

（４）  本講習会ＲＩ修了者は、この講習会の受講の他に各部局の放射線取扱

主任者から施設、設備等の説明を受けなければなりません。  

エックス線修了者は、この講習会の受講の他に各部局の放射線取扱主任

者又はエックス線作業主任者による施設、設備等の説明を受けなければ

なりません。  

 

（５）  教育訓練終了後、引き続き健康診断（従事前血液検査）を実施します

ので、必ず受検してください。新規教育訓練受講とともに、健康診断を

受検し取扱うことが差支えない旨の判定を得て、登録されることが必要

です。  

 

（６）  本講習会は、初めて放射線業務及びエックス線等装置取扱業務に従事

しようとする者を対象としています。放射性同位元素等の取扱い又はエ

ックス線等装置取扱を一時中止していた者や、前年度に再教育訓練を受

けていない者が業務に従事しようとする場合は、従事する前に当該部局

の放射線取扱主任者等が教育及び訓練を実施しなければなりません。そ

の内容は、注意点や記録・記帳など部局特有の内容であることが求めら

れます。放射線取扱主任者等が、教育及び訓練を実施した日時・場所・

内容等を記録することにより、対象者が教育及び訓練を修了したとみな

すことができます。ただし、対象者が新規教育訓練を再度受講すること

を希望した場合または対象者が新規教育訓練を再度受講すべきであると

放射線取扱主任者等が判断した場合は、その限りではありません。  

 

（根拠法令）  

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」  

 第２１条の２  

 法第２２条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。  

（１）  管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に、次号から第５号までに定め

るところにより、教育及び訓練を行うこと。（略）  

第２項  前項の規定にかかわらず、同項第４号又は第５号に揚げる項目又は一部に関し十分

な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項につい

ての教育及び訓練を省略することができる。  

 


